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そこが知りたい！ 

国際税務ニュースレター 
 

テーマ： グローバル拠点再編における間接譲渡税の検討 バックナンバー

はこちらから 

グループ再編やM&Aにおいて、注意すべきリスクの一つが「間接譲渡課税」です。株式譲渡や組織

再編成により移転の対象となる法人が一定の地域や条件に該当する場合、当該法人の所在地国外での

株式譲渡であっても、株式譲渡益に対して譲渡された株式の発行法人が支配する法人の所在地国で課

税となるケースがあります（間接譲渡課税）。本稿では、間接譲渡課税の仕組みと日本企業が多く進出

するアジア圏において主に留意すべき国における制度概要について解説します。 

間接譲渡課税とは 

通常、株式譲渡や組織再編成による株式の移転に伴い譲渡益が生じる場合、当該譲渡益に係る課税

は売手に対し、売手の所在地国において課税されます。しかし、国外における株式の移転であっても

一定の条件に該当する場合、譲渡される法人の支配下にある法人の株式移転に係る譲渡益として、当

該支配下にある法人の所在地国で課税が行われるケースがあります。これを間接譲渡課税と言いま

す。 

例）A社が保有する C社株式を B社に譲渡するケー

スにおいて、C社がインド法人 D社の株式を保

有している場合： 
 

株式の譲渡はインド国外で行われ、かつ、直接の

譲渡対象となっているのはインド国外の法人 C社の

株式であり、D社の直接的な資本関係に変更はない

ものの、D社が一定の条件に該当する場合には、イ

ンドにおいても、当該 D社の株式が譲渡されたもの

として、譲渡益に対して課税が行われる場合があり

ます。 

アジア圏において間接譲渡課税に留意しなければ

ならない代表的な国は中国とインドです。 

 

1. 中国の制度概要 

中国では、中国法人の親会社等が売却されることに伴い間接的に支配者に変更が生じる場合、当該

取引が合理的な商業上の目的かどうかという観点で総合的に判断され、実質的に中国財産の譲渡であ

ると認定されたときは、売手に対して譲渡益課税が生じ、中国において企業所得税の申告納付を行う

必要があります。また、当該譲渡益課税の譲渡対価は時価により認識する必要があります。 

例えば、グループ内の再編である場合、①80%以上の保有関係があるグループ内再編であること、 

②将来の中国における税金が減少しないこと、③対価のすべてが株式で支払われることを満たすので

あれば、合理的な商業上の目的があると判断されます（国家税務総局公告 2015年第 7号（以下、7号

公告）6条）。 

上記のほか、組織再編成等により中国株式を保有する主体が消滅する場合は、経済実態として国外

株主による中国資産の譲渡と同等とみなされ、間接譲渡課税の対象となります。 

間接譲渡課税に係る企業所得税は源泉徴収の対象となり、売手が納税義務者、買手が源泉徴収義務

者となります。 
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2. インドの制度概要 

インドにおいては、上記図式のように、インド国外に所在する中間持株会社の譲渡であっても、当

該中間持株会社の株式の価値が実質的にインド国内に所在する資産から生じているとみなされる場合

には、当該譲渡により生じた所得はインド源泉所得としてインドで課税対象となります。 

具体的には、中間持株会社が下記の状況にある場合には、その株式の価値は実質的にインド国内に

所在する資産から生じているものとみなされます。 

- 中間持株会社のインド国内にある資産の価値が INR100百万超、かつ、 

- 当該資産の価値が中間持株会社の総資産の 50%以上を占める 

中国と同様に、間接譲渡課税に係る法人税は源泉徴収の対象となり、売手が納税義務者、買手が源

泉徴収義務者となります。 

 

租税条約の適用 

国際取引においては、二国間における二重課税を排除する目的で、多くの国の間で租税条約が締結

されています。租税条約が有利となる場合には、国内法に優先して課される税が軽減又は免除されま

す。間接譲渡課税により課される譲渡益については、手続きを行うことにより軽減又は免除を受けら

れる可能性があります。日本法人が売手となる場合には、下記租税条約の規定があります。 

日印租税条約では、日本居住者がインド国外法人の株式を売却したことにより得た譲渡益に対して

課される法人税については、売手である日本における課税権が認められており、インドの課税権はな

いものとされます。しかし、BEPS 防止措置実施条約 12第 9条 4の適用により、2020年 4月 1日以降

については、日本居住者が保有する株式又は持分の価値の 50％を超える部分がインドに所在する「不

動産」によって直接又は間接に構成される場合には、間接譲渡によって生じた所得についてインドに

も課税権が認められていますので、不動産を多く有している場合等には留意が必要です。 

中国にあっては、譲渡益課税について日中租税条約の適用があったとしても、譲渡前 12ヶ月以内の

いずれかの時点で、その会社の株式の 25%以上を保有していた場合等には中国にも課税権が認められ

るため、M&Aの文脈では国内法に準じた課税が行われるケースが多くみられます。 

 

お見逃しなく！ 

⚫ 上記のような間接譲渡課税制度はないものの、特にアジア圏においては、当該株式譲渡が不動産

化体株式の譲渡（譲渡対象となる法人の総資産の 50%超が土地・建物などの不動産から構成され

ている株式を、譲渡人が 50%超保有する当該法人の株式を 5％超の株式を譲渡する場合等）に該当

する場合には、不動産等が所在する国を源泉地とし、源泉地国において課税権が生じる可能性が

あります。グループ再編やM&Aの場面においては、株式譲渡等により異動が生じるすべての法

人の所在地国において類似の制度がないかどうかを確認することが肝要です。 

⚫ 間接譲渡課税により日本国外で課された税金については、原則として外国税額控除の対象となり

ますが、その全額が控除できるかどうかという点では、日本法人が直接譲渡した株式に対して課

されるものではないため、国外所得金額の計算等において慎重な検討が必要となります。また、

適格組織再編成等の場合には、日本での課税所得が生じないため、国外所得金額はゼロとみなさ

れる点にも留意が必要です。 

 


